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（
規
則
第
五
六
号
）

１　

自
己
に
係
る
本
人
情
報
の
開
示
請
求
の
手
続
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

と
し
た
。（
第
三
条
〜
第
六
条
関
係
）

２　

本
人
確
認
情
報
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
の
申
出
の
手
続
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を

�
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�

定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
条
関
係
）

３　

知
事
は
、
毎
年
一
回
、
本
人
確
認
情
報
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
八
条
関
係
）

４　

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

５　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　
　
　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則

　
 
（
趣
旨
）

�
�
�　

こ
の
規
則
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。）
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
佐
賀
県
条
例
第
七
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
 
（
身
分
証
明
書
）

�
�
�　

法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明

書
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
 
（
本
人
確
認
情
報
の
開
示
請
求
）

�
�
�　

法
第
三
十
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
己
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
開

示
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。）
は
、
本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書
（
様
式
第
二

号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
（
以
下
「
法
定
代
理
人
」
と
い
う
。）
は
、

本
人
に
代
わ
っ
て
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

�

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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定
め
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
場
合　

運
転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
知
事
が

認
め
る
も
の

二　

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
定
代
理
人
で
あ
る
場
合　

当
該
法
定
代
理
人
に

係
る
前
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
戸
籍
謄
本
そ
の
他
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の

　
 
（
郵
送
に
よ
る
開
示
請
求
書
の
提
出
）

�
�
�　

開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
郵
送
に
よ
り
前
条
第
一
項
の
本
人
確
認
情
報

開
示
請
求
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
開
示
請
求
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
開
示
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者

に
対
し
、
電
話
等
に
よ
り
本
人
又
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す

る
。

　
 
（
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等
）

�
�
�　

知
事
は
、
本
人
確
認
情
報
を
開
示
す
る
旨
を
決
定
し
た
と
き
は
、
開
示
請
求
を

行
っ
た
者
（
以
下
「
開
示
請
求
者
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
本
人
確
認
情
報
確
認
書
（
様
式

第
三
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
開
示
請
求
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
出
力

さ
れ
た
帳
票
の
提
示
又
は
本
人
確
認
情
報
が
表
示
さ
れ
た
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
画
面
の
閲
覧

に
よ
り
本
人
確
認
情
報
の
開
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２　

知
事
は
、
開
示
請
求
に
係
る
本
人
確
認
情
報
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に

対
し
、
本
人
確
認
情
報
不
存
在
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
三
十
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
本
人
確
認
情
報
開
示
期
限
延

長
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
 
（
費
用
）

�
�
�　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
情
報
確
認
書
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
当

該
本
人
情
報
確
認
書
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
実
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
 
（
本
人
確
認
情
報
の
訂
正
等
）

�
�
�　

法
第
三
十
条
の
四
十
の
規
定
に
よ
る
開
示
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
内
容
の
全
部

又
は
一
部
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
の
申
出
（
以
下
「
本
人
確
認
情
報
の
訂
正
等
申
出
」

と
い
う
。）
は
、
本
人
確
認
情
報
訂
正
等
申
出
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

２　

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
条
の
規
定
は
、
本
人
確
認
情
報
の
訂
正
等
申

出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３　

法
第
三
十
条
の
四
十
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
本
人
確
認
情
報
調
査
結
果
通
知
書
（
様

式
第
七
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
 
（
本
人
確
認
情
報
の
利
用
の
状
況
の
公
表
）

�
�
�　

知
事
は
、
毎
年
一
回
、
法
別
表
第
五
及
び
条
例
別
表
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
本
人

確
認
情
報
の
利
用
の
状
況
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

本
人
確
認
情
報
の
利
用
に
係
る
事
務
の
種
類

二　

利
用
し
た
本
人
確
認
情
報
の
利
用
件
数

　
 
（
補
則
）

�
�
�　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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�����（第２条関係）

第　　　　　　　　　　号

身　分　証　明　書

所　　属

職　　名

氏　　名

生年月日

　上記の者は、住民基本台帳法第３０条の２３第２項又は第３４条の２第１項の規定に基づき、立入検査

を行う職員であることを証明する。

年　　月　　日

　佐賀県知事　　　　　　　　□印 



��������������� � � � � �������������� �

�����（第３条関係）

本人確認情報開示請求書
年　　月　　日

佐賀県知事　　　　　　　　様

注　１　請求の際には、本人であること（又は法定代理人であること）を証明する書類（運転免許証、
パスポートなど）を係員に提出し、又は提示してください。

　　２　法定代理人が請求する場合は、１の書類に加え、法定代理人の資格を証明する書類（戸籍謄
本など）を係員に提出し、又は提示してください。

郵便番号

住　　所

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏　　名
（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

（法人にあっては、担当部署名及び担当者の氏名）
連 絡 先

受付印

住民基本台帳法第３０条の３７第１項の規定により、本人確認情報の開示を請求します。

年　　月　　日生　年　月　日氏　　名

住民票コード性　　別

住　　所

ア　本人確認情報確認書の交付　　　　　イ　出力された帳票の提示
ウ　ディスプレイの閲覧

開示方法

（法定代理人の記載欄）法定代理人が請求する場合は、この欄にも記入してください。

１　未成年者　　　　　２　成年被後見人本 人 の 区 分

氏　　名

本人の氏名及び住所 郵便番号

　　　　　　　　　電話番号
住　　所



��������������� � � � � ���������������

�����（第５条関係）

本 人 確 認 情 報 確 認 書

　あなたの本人確認情報は、以下のように記載されています。

最新

年　　月　　日

佐賀県知事　　　　　　　　　
□印 

性別生年月日住民票コード

氏　　　　　名

住　　　　　所

区　分・事　由

上記事由に対応する年月日

性別生年月日住民票コード

氏　　　　　名

住　　　　　所

区　分・事　由

上記事由に対応する年月日

性別生年月日住民票コード

氏　　　　　名

住　　　　　所

区　分・事　由

上記事由に対応する年月日



��������������� � � � � �������������� �

�����（第５条関係）

本人確認情報不存在通知書

第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

佐賀県知事　　　　　　　　　□印 

　　　年　　月　　日付けで請求のあった個人情報については、本人確認情報が存在しないので、住
民基本台帳法第３０条の３７第２項の規定により通知します。

部（局）

課　　　　　　　　　　　　　　　係（班）

電話番号（代表）　　　　　　　　　　　　　　（内線）

担　当　部　局

備　　　　　考



��������������� � � � � ���������������

�����（第５条関係）

本人確認情報開示期限延長通知書

第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

佐賀県知事　　　　　　　　　□印 

　　　年　　月　　日付けで請求のあった本人確認情報の開示については、住民基本台帳法第３０条の
３８第２項の規定により、次のとおり開示の期限を延長しますので通知します。

年　　月　　日から

年　　月　　日まで
法第３０条の３８第１項
の規定による期間

年　　月　　日から

年　　月　　日まで
延長後の決定期間

延 長 の 理 由

部（局）

課　　　　　　　　　　　　　　　　係

電話番号（代表）　　　　　　　　　　　　　　（内線）

担 当 部 局

備 考



��������������� � � � � �������������� �

�����（第７条関係）

本人確認情報訂正等申出書

注　１　請求の際には、本人であること（又は法定代理人であること）を証明する書類（運転免許証、
パスポートなど）を係員に提出し、又は提示してください。

　　２　法定代理人が請求する場合は、１の書類に加え、法定代理人の資格を証明する書類（戸籍謄
本など）を係員に提出し、又は提示してください。

　　３　本人確認情報確認書又はその写しを添付する場合は、「開示を受けた内容」欄の記載は省略
しても構いません。

郵便番号

住　　所

（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏　　名
（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）

電話番号

（法人にあっては、担当部署名及び担当者の氏名）
連 絡 先

　住民基本台帳法第３０条の４０の規定による開示に係る本人確認情報の訂正、追加又は削除について、
次のとおり申し出ます。

年　　月　　日開示を受けた年月日

請 求 を 受 け
た 内 容

住民票コード

氏名

生年月日

性別

住所

区分・事由

上記事由に対応する年月日

年　　月　　日開示を受けた年月日

訂 正 等 申 出
の 内 容

住民票コード

氏名

生年月日

性別

住所

区分・事由

上記事由に対応する年月日



��������������� � � � � ���������������

�����（第７条関係）

本人確認情報調査結果通知書

第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

佐賀県知事　　　　　　　　　□印 

　　　年　　月　　日付けで申出のあった本人確認情報の訂正等については、住民基本台帳法第３０条
の４０の規定により、次のとおり調査結果を通知します。
　なお、この処分に不服がある場合には、この処分を知った日の翌日から起算して６０日以内に、佐賀
県知事に対して異議申し立てをすることができます。
　また、この処分を知った日の翌日から起算して６箇月以内に、佐賀県（代表者は佐賀県知事となり
ます。）を被告として取消訴訟を提起することができます。

　　　　　　年　　月　　日訂正等申出を受けた年月日

有　　（　　年　　月　　日訂正等実施）　　　　無訂 正 等 の 有 無

調 査 結 果 の 内 容

部（局）

課　　　　　　　　　　　　　　　係（班）

電話番号（代表）　　　　　　　　　　　　　　（内線）

担 当 部 局
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中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

��

��
�

�

名　
　

称

医
療
法
人　

な
が
せ

皮
膚
科

田
中
内
科

内
科
大
手
口
ク
リ

ニ
ッ
ク

松
尾
内
科

な
か
ふ
さ
皮
膚
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

た
な
か
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

庄
野
真
由
美
レ

デ
ィ
ー
ス
ク
リ
ニ
ッ

クサ
ン
薬
局 
夢
咲
店

株
式
会
社　

愛
敬
薬

局
高
木
瀬
支
店

か
り
ん
薬
局
伊
万
里

店大
草
野
薬
局

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
高
木
瀬
西
５
丁
目
一
五
番
二
七
号

佐
賀
市
神
野
西
三
丁
目
一
一
番
七

唐
津
市
弓
鷹
町
一
一
五
一
番
地

西
松
浦
郡
有
田
町
南
原
甲
二
六
七
番
地

杵
島
郡
白
石
町
大
字
廿
治
一
〇
八
六
番
地
一

伊
万
里
市
新
天
町
六
二
〇
番
地
五

佐
賀
市
兵
庫
町
大
字
藤
木
四
本
杉
七
七
八
番
地

一佐
賀
市
兵
庫
北
土
地
区
画
整
理
事
業
七
八
街
区

九
〇
二
―
一
（
Ｂ
）

佐
賀
市
高
木
瀬
西
五
丁
目
一
五
番
二
九
号

伊
万
里
市
新
天
町
六
二
〇
番
五
号

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
野
丙
四
五
番
一

指　

定　

月　

日

平
成
二
〇
・
四
・
一

〃〃〃〃

平
成
二
〇
・
四
・
四

平
成
二
〇
・
四
・
八

平
成
二
〇
・
三
・
一

平
成
二
〇
・
四
・
一

〃〃

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

　

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

名　
　

称

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
い
き
い
き

大
手
口
ク
リ
ニ
ッ
ク

片
渕
産
婦
人
科

株
式
会
社
愛
敬
薬
局

高
木
瀬
支
店

あ
お
ば
薬
局

所　
　

在　
　

地

鳥
栖
市
轟
木
町
一
五
五
九
番
地
一
―
一
〇
一

唐
津
市
弓
鷹
町
一
五
一
一
番
地

鳥
栖
市
大
正
町
八
四
三
番
地

佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
七
二
七
番
地
一

佐
賀
市
本
庄
町
本
庄
二
〇
二
番
地
一
八

認　

定　

期　

限

平
成
二
〇
・
四
・
一

〃

平
成
二
〇
・
四
・
一

平
成
二
〇
・
三
・
三
一

平
成
二
〇
・
四
・
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

吉
野
ヶ
里
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
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佐
賀
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業　

吉
野
ヶ
里
町
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
五
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　
　

収
用
の
部
分　

変
更
な
し

　
　

使
用
の
部
分　

変
更
な
し

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

平
山
相
知
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

唐
津
市
相
知
町
相
知
字
中
園
一
五
五

六
番
三
地
先
か
ら

唐
津
市
相
知
町
相
知
字
中
園
一
五
三

一
番
二
地
先
ま
で

唐
津
市
相
知
町
相
知
字
中
園
一
五
五

六
番
三
地
先
か
ら

唐
津
市
相
知
町
相
知
字
中
園
一
五
三

一
番
二
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
一
・
〇

〜　
八
・
二

二
〇
・
六

〜　
五
・
四

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
二
〇
・
五

一
二
二
・
三

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
六
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
十
四

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日　
　
�
�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
事
務
取
扱
要
綱
（
平
成
十
四
年
佐
賀
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号
）

��
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�

�

�
�
�
�
�
�
�
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�学
科
試
験
（
関
連
学
科
）
の
科
目

実
技
試
験
の

科
目
　
　
　

免
許
職
種

専
攻
学
科

系
基
礎
学
科

自
動
車
整
備
法
（
整
備
法
　

検
査
法
　
整
備
及
び
検
査
機

自
動
車
工
学
（
自
動
車
　
内

燃
機
関
　
シ
ャ
シ
　
電
気
及

自
動
車
整
備

自
動
車
整
備
科

は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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学
科
試
験
（
指
導
方
法
）
の
科
目

区
　
　
　
分

職
業
訓
練
原
理
　
教
科
指
導
法
　
訓
練
生
の
心
理
　
生
活
指
導
　
職
業

訓
練
関
係
法
規

全
科
目
共
通

�
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�
�
�
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�
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�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

器
）

び
電
子
装
置
　
車
体
　
燃
料

及
び
潤
滑
油
）

材
料
（
自
動
車
用
材
料
）

安
全
衛
生
（
安
全
管
理
　
衛

生
管
理
）

関
係
法
規
（
道
路
運
送
車
両

法
）

工
作
法
（
木
工
品
　
工
作
法

　
組
立
法
　
仕
上
法
　
加
飾

法
　
木
工
用
機
械
　
仕
様
及

び
積
算
）

塗
装
法
（
塗
装
機
器
　
塗
装

法
）
材
料
（
木
工
用
材
料
　
接
着

剤
　
仕
上
用
材
料
）

製
図
（
現
図
画
法
　
読
図
法
）

木
材
加
工
法
（
木
材
乾
燥
法

　
木
材
加
工
用
機
械
　
木
材

加
工
法
）

安
全
衛
生
（
安
全
管
理
　
衛

生
管
理
）

木
工
科
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免
除
の
範
囲

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
実
技
試
験
の
全
部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
関

連
学
科

　
免
許
職
種
に
関
し
、
１
級
の
技
能
検
定
又
は

単
一
等
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

　
実
技
試
験
の
全
部

　
免
許
職
種
に
関
し
、
２
級
の
技
能
検
定
に
合

格
し
た
者

　
学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
及
び
関
連
学
科

の
系
基
礎
学
科
（
当
該
免
許
職
種
に
係
る
職
業

訓
練
指
導
員
試
験
に
係
る
系
基
礎
学
科
と
同
一

の
系
基
礎
学
科
に
限
る
。）

　
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者

　
実
技
試
験
の
全
部

　
免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験

に
お
い
て
実
技
試
験
に
合
格
し
た
者

　
学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法

　
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科
試
験

の
う
ち
指
導
方
法
に
合
格
し
た
者

　
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科

　
免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験

に
お
い
て
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基

礎
学
科
に
合
格
し
た
者

　
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
専
攻
学
科

　
免
許
職
種
に
関
し
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験

に
お
い
て
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
専
攻

学
科
に
合
格
し
た
者

　
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科

（
当
該
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
係
る
系
基
礎

学
科
と
同
一
の
系
基
礎
学
科
に
限
る
。）

　
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
学
科
試
験

の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科
に
合
格
し
た

者

　
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

　
免
許
職
種
に
関
し
、
応
用
課
程
の
高
度
職
業

訓
練
を
修
了
し
た
者

　
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

　
免
許
職
種
に
関
し
、
専
門
課
程
の
高
度
職
業

訓
練
を
修
了
し
た
者

　
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科

　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学

校
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め

て
卒
業
し
た
者

　
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
に
お
い
て
、
試
験

の
全
部
又
は
一
部

　
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
他
の
法
令
に

よ
る
免
許
又
は
資
格
を
有
す
る
者
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開
示
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
場
所
　

開
示
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
期
間
　
　
　
　
　

開
示
す
る
内
容

開
示
請
求

で
き
る
人

農
林
水
産
商
工
本
部

雇
用
労
働
課

合
格
発
表
の
日
か
ら
１
か
月
間

（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

２３
年
法
律
第
１７８
号
）
に
規
定

す
る
休
日
を
除
き
、
８
時
３０
分

か
ら
１７
時
３０
分
ま
で
）

学
科
試
験
得
点（
科
目

別
得
点
を
含
む
。）
及

び
実
技
試
験
得
点

受
験
者
本
人

の
み
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